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私たちが住んでいる鶴見区緑地域は、その名のとおり花博が開催された鶴見緑地に隣接するみどり小学校下の環境にやさしい「安

心・安全な町」です。近年は、若い子育て世代の転入や里帰り世代が増えたことにより、大阪全区でもトップクラスの出生率を保持

しております。 

 このような中で、地域住民自らが主体となり豊かな街づくりを目標に地域の特性を生かしながら互いに尊重し合い、絆を深めてこ

の街でずっと働き続けられる、そんな地域社会実現を視野に活動を推進してきました。「子ども・地域の見守り隊」「青色防犯パトロ

ール隊」などの防犯活動や「高齢者食事サービス」「日曜喫茶・食事サービス」などの高齢者対策活動などでは、一定の成果を収め

行政と共に実施している高齢者見守り推進活動や子育てサロンなどの連帯活動も確実に実績がでてきました。 

 しかしながら、このような活動を今後推進していくためには、町会加入者の減少に加えて、子ども会・ＰＴＡなどの組織の弱体化

や金銭面・ボランティア意識の希薄など、山積みする課題に対応ができなくなっているのが現状であります。 

 今回、活動協議会として申請するに至ったのは、任意団体として実践してきた活動や事業を更に地域に定着させ、継続的に推進し

ていくこと、新規事業を拡大することによって、自己努力による地域の活性化を行う必要を感じたからであります。同時に運営・経

理などの透明性と行政や関連団体などとの連帯も不可欠となります。 

 こうした視点から、社会的にも一定の評価が得られる組織にしていくことが最善の策と考えたからであります。また、当協議会の

活動が営利目的ではなく、たくさんの地域住民に参画していただくことが不可欠で有るという点からも最適であると考えました。 

 今後、現在の組織を発展、拡充し広く人材の発掘と育成を行い将来にわたり安定した運営や管理を地域全体に展開し貢献できると

考えます。 

平成 22年 8月  緑社会福祉協議会に地域問題検討会設置 

平成 23年 8月  地域活動協議会設立準備委員会開催 

平成 23年 12月  地域活動協議会で年間の事業計画策定 

平成 24年 6月  地域活動協議会と他団体との関係等検討会の当時開催 

平成 24年 7月  地域活動協議会の特定非営利活動法人化への設立準備 

平成 24年 8月  設立総会開催 

   平成 24年 8月 7日 

       緑地域活動協議会   設立代表者    久木 勝三 

緑地域活動協議会（緑社会福祉協議会）ホームページ http://midorisk.ec-net.jp/index.html 
緑地域活動協議会（緑社会福祉協議会）ブログ「緑の絆」http://blog.goo.ne.jp/midorisk 

平成 24 年 8 月 23 日に緑地域活動協議会が  
鶴見区長より認定を受け正式に発足しました。 
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